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ます。

日々のライフスタイルが環境に与える影響を認識し、省エネルギーの推進、

廃棄物の削減、資源の再利用・再資源化等、県民一人ひとりが環境に配慮し

たライフスタイルを実践することを目指し、具体的な行動を起こすきっかけ

となるよう、啓発を実施します。

（２）ライフステージに対応した多様な場における消費者教育・啓発の推進

① 学校等における消費者教育

学校においては、社会科や家庭科を中心に学習指導要領の消費者教育に関

する内容が充実された36ことを踏まえ、契約に関する基本的な考え方や契約

に伴う責任に対する理解を着実に育んでいきます。また、学校における消費

者教育を推進するため、教員を対象に、最新の消費者トラブルや具体的な指

導方法等について取り扱う教員向けの研修や情報提供に力をいれていきま

す。

特に、社会に出たばかりの若者の消費者被害を防止するため、高校生、大

学生、専門学校生を対象とする消費者教育に重点的に取り組みます。近年は

「簡単にもうかる」といった誘い文句で勧誘される怪しいもうけ話等をきっ

かけに、若者が被害者だけではなく、加害者になってしまう事例もあるため、

加害者にならないための教育も実施します。

ＳＤＧｓとエシカル消費

エシカル消費には、フェアトレード商品やふじのくに福産品（授産品）の購

入（人への配慮）、地場産品の購入や、県産農林水産物の消費を促進する地産地

消、地元の商店街の商品や被災地の商品等を購入する応援消費（社会への配

慮）、エコマークなどの環境認証ラベルのついた商品や、リサイクル商品、有機

農産物などの環境にやさしい農産物の購入（環境への配慮）のほか、食品ロス

の削減、マイバッグを使用した買い物など、様々な消費行動が含まれます。

実践することで、ＳＤＧｓの 12 番目の目標「つくる責任、つかう責任」はも

ちろんのこと、「貧困をなくそう」「人や国の不平等をなくそう」「気候変動に具

体的な対策を」「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさも守ろう」など、様々な目

標の達成に貢献することができ、１つの目標を達成することで、他の目標にも

波及していきます。

ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言し、本県でも、2021 年 2 月に宣

言を行った。
36「現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力」として、「消費者に関する教育（現

代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）」が示された。
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生産段階では、農畜水産物の安全確保を図るため、生産者に対し関係法令

の周知と順守を徹底します。農薬や動物用・水産用医薬品の適正な使用につ

いて指導し、農薬については、定期的に残留モニタリング検査を行います。

また、生産者の自主的な衛生管理を推進するため、ＧＡＰ69の取組を支援

します。

製造・加工・調理段階においては、食品製造施設等への監視指導や食品検

査を実施し、食中毒など食品を原因とする健康被害の発生や、違反食品等の

発生を防止します。

流通・消費段階では、市場・販売店等における監視指導や流通食品の検査

を実施することで違反又は不良食品の排除を徹底します。

輸入食品や健康食品についても、監視指導及び検査を行います。

また、2021 年６月にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化され、原則全て

の食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施することとなり、その

定着を図ってきました。引き続き、製造・加工、調理、流通の各段階におけ

るＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を推進し、事業者自らが検証できるよう技術

的助言を行い、その円滑な運用と精度の向上を図ります。

② 製品・サービス等の安全の確保

県や市町が、消費者相談を通じて消費者の生命・身体に係る重大事故を把

握した場合には、消費者安全法に基づき、直ちに消費者庁に通知します。

消費者庁は、集約された事故情報等を分析・調査し、消費者への注意喚起

を行うほか、所管省庁のある場合には事業者への措置要求を、所管省庁のな

い場合には、自ら事業者に対する勧告や命令等を行います。

また、消費生活用製品安全法70、家庭用品品質表示法71 及び電気用品安全

法72で指定されている製品について、市町が立入検査を行います。県は、情

報を集約し、国へ報告します。

その他、県環境衛生科学研究所において、商品の安全性や信頼性に対する

試験・検査等（商品テスト等）を行います。

③ 適正な事業活動促進のための指導

各業種の営業に関する法律を厳正に適用し、県内の様々な業種の事業者に

対する立入検査等により、監視・指導を徹底します。

69「Good Agricultural Practices」の略称。農業において、食品安全、環境保全、労働安

全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組。
70消費生活用製品安全法(昭和 48 年法律第 31 号)
71家庭用品品質表示法(昭和 37 年法律第 104 号)
72電気用品安全法(昭和 36 年法律第 234 号)
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番号 大柱 構成員 意見内容 対応区分 意見の反映（予定含む） ページ 対応部局

1 教育 山岡委員

エシカル消費について学術的に話そうとすると難しいが、我々の世代では、もっ
たいないだとか、大事に使おうと言った、もったいない精神はもともと持ってい
る。エシカルという言葉が浮いてしまっているが、もうすこし生活をしている生
活者に身近なことに対して使ってはどうか。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見を踏まえ、エシカル消費の普及啓発に当たっては、単に用語や意味につい
て伝えていくのではなく、日頃から行っている身近な取組みがエシカル消費であ
ることが伝わるよう、工夫して取り組んで参ります。

25
・
26

くらし・環境部
（県民生活課）

2 教育 稲垣委員
エシカル消費が何かというのは、小学校で教える絵本のように、小学生でもわか
るような言葉を使わない限り、なかなか普及できないのではないか。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見を踏まえ、エシカル消費の普及啓発に当たっては、意味が伝わりやすく、
また、日頃から行っている身近な取組みがエシカル消費であることが伝わるよ
う、工夫して取り組んで参ります。

25
・
26

くらし・環境部
（県民生活課）

3 教育 倉田委員
エシカル消費の好事例について公募を行うなど、県民の皆さんの目に触れるとこ
ろで、良い取組が宣伝されるといいのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（１）①「エシカル消費の推進」において、ホームページやSNS等を活
用した情報提供や普及啓発に取り組む旨、記載しました。情報の発信に当たって
は、県内のエシカル消費の好事例を取り上げるなど、身近なエシカル消費に気が
つけるよう、工夫して取り組んで参ります。

25
・
26

くらし・環境部
（県民生活課）

4 教育 杉山委員
事業者がHACCPの監視指導により、食の安全を確保する体制を整えているので、
今度は消費者に食品を無駄なく処理してもらうことが大切である。現行計画に引
き続き、食品ロスの削減につながる取組も継続していただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章１（１）①「エシカル消費の推進」において、食品ロスの削減に取り組む
旨、記載しました。

26
くらし・環境部
（県民生活課）

（廃棄物ﾘｻｲｸﾙ課）

5 教育 市川委員

消費者教育というのは、一人一人が自覚を持ってやらなければいけないものであ
ることから、幼稚園、小学校といった小さいときから、もったいない精神や、
SDGｓに関すること、限りある地球を大事にしていくにはどうしたらいいかと
いったことを教育していくのが良いのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（１）①「エシカル消費の推進」において、小中学生を対象にSDGｓと
エシカル消費に関する出前講座に取り組む旨、第３章１（２）②「地域等におけ
る消費者教育」において、保護者を通じた未就学児に対する消費者教育に取り組
む旨、記載しました。また、低年齢児がエシカル消費に対して興味・関心を持つ
ことができるよう、工夫しながら取り組んで参ります。

26
くらし・環境部
（県民生活課）

6 教育 谷口委員
現行計画において、「SDGｓとエシカル消費」という囲み記載の部分で、「フェ
アトレード商品や授産品の購入」と記載があるが、「授産品」ではなく「授産製
品」にした方が良いのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

本県においては、障害のある人が働く障害福祉サービス事業所の製品である「授
産品」を、より身近に感じられ広く親しまれるよう、令和元年度に愛称を募集
し、「ふじのくに福産品」と呼んでいることから、該当の箇所の記載について
も、「ふじのくに福産品（授産品）」といたしました。

27

くらし・環境部
（県民生活課）

健康福祉部
（障害者政策課）

7 教育 奥田委員

学生に消費者教育を教えており、なるべく多くの学生に消費者として自立してほ
しいと考えている。学生に対して、高齢者の居場所や、サロンに行き、消費者被
害について高齢者に対して説明できるような、自分たちが学んだことを伝えてい
けるようになればと思っている。人材がどこも足りない中で、大学生も消費者教
育に使っていただけるといいのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（２）①「学校等における消費者教育」において、大学生・専門学校生
に対する消費者教育の実施について記載しました。大学生・専門学校生が自立し
た消費者となるとともに、学びを自分のものにできるよう、工夫しながら取り組
んで参ります。

28
くらし・環境部
（県民生活課）

8 教育 豊岡委員

先日参加した行政関係のビジネスピッチにおける対談で、ショート動画をどんど
ん使った方がいい、という話を聞いた。何か消費者トラブルがあったら、すぐ
ショート動画にして、特に若者を中心として流していくような情報発信の分野
が、計画の中にあっても良いのではないかと思うので、検討していただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（２）①「学校等における消費者教育」において、若者に対しては、
ホームページやSNS等、若者に効果的な広報ツールを活用しながら啓発を行う
旨、記載しました。ホームページやSNSでの発信においては、ショート動画も活
用し、より若者に訴求するような啓発に努めていきます。

28
くらし・環境部
（県民生活課）

9 教育 山岡委員
子供たちが一番学びを自分のものにできるのは、大学生が学んだことを高校生
に、そこで学んだことを今度は高校生から小学生に、といった形で、学びを引き
継いでいくことではないか。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む

第３章１（２）①「学校等における消費者教育」において、大学・専門学校、高
等学校・特別支援学校、小中学校における消費者教育について記載をしておりま
す。消費者教育の実施に当たっては、各対象が学びを自分のものとできるよう、
工夫して取り組んで参ります。

28

くらし・環境部
（県民生活課）

教育委員会
（義務教育課）
（高校教育課）

（特別支援教育課）

10 教育 奥田委員

学生と関わる中で、SDGｓやエシカル消費について、学生は理解をしていると言
うが、実際の行動に結びついていないと感じている。自分の行動がどうエシカル
消費に結びつき、世界をどう変えるのかというところまで考える機会がまだまだ
足りない。
消費者教育の一番表面のところはとてもよくしているが、一番根っこのところを
なんとかしないといけないため、小学校５，６年生よりももっと小さい頃から、
ゲームなどを通して身につけさせることで、行動レベルで知識を活用できるよう
な人間に育てるということにも目を向けていただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（２）②「地域等における消費者教育」において、保護者を通じた未就
学児に対する消費者教育に取り組む旨、記載しました。また、低年齢児がエシカ
ル消費に対して興味・関心を持つことができるよう、工夫しながら取り組んで参
ります。

29

くらし・環境部
（県民生活課）

教育委員会
（社会教育課）

11
教育
・

連携
井柳委員

交流センターやふれあいサロンといったところに高齢者が集まって、話やゲーム
をしていたり、交流センターには子育て世代も訪れるため、そういったところに
消費者の役に立つようなポスターやステッカーといった啓発物を置いて、見た人
たちに理解してもらえたらいいのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（２）②「地域等における消費者教育」において、高齢者向けの消費者
教育では、地域の集会や社会教育施設等が消費者教育の場となりうる旨、記載し
ました。また、第３章４（２）①「市町との連携」において、県と市町で連携し
て消費者教育を推進する旨、記載しました。
幅広い世代が集まる場所を啓発の場として活用することで、より多くの消費者の
目に留まるよう、取り組んで参ります。

29
・
50

くらし・環境部
（県民生活課）

第46回静岡県消費生活審議会　意見一覧
資料１－３
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番号 大柱 構成員 意見内容 対応区分 意見の反映（予定含む） ページ 対応部局

第46回静岡県消費生活審議会　意見一覧
資料１－３

12 教育 小楠委員
デジタル分野の消費者教育で、ダークコマーシャルパターンについても盛り込ん
でいただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章１（４）①「デジタル分野における消費者教育」において、ダーク・コ
マーシャルパターンによって、消費者を誤認させたり焦らせたりすることによっ
て、消費者の購買行動が左右されることが懸念される旨、記載しました。

31
・
32

くらし・環境部
（県民生活課）

13 教育 山岡委員

最大の防災はエシカルだと考えている。例えば、防災食というと、すぐに店に買
いに行くが、家庭の冷蔵庫や冷凍庫などにあるものを工夫して食べていき、一番
最後に防災食を食べれば１週間程度はなんとかなるように、わざわざ防災食を買
い、賞味期限が切れて捨ててしまうのではなく、日々の生活を考え直してみる、
というのはエシカルにもつながる考え方だと思う。未来に対して生活や社会をつ
ないでいくためにはどうしたらいいのか、防災とエシカルを絡めて伝えていくの
も良いのではないか。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見等を踏まえ、災害等に備えた消費活動についての啓発に当たっては、消費
者がエシカル消費の観点からも取り組むことができるよう、工夫して取り組んで
参ります。

32
・
33

くらし・環境部
（県民生活課）

14 教育 小楠委員

大柱１（４）②の部分で、災害時等の買占めの防止について広く消費者の皆さん
に啓発する、ということだが、啓発だけだと限界がある。買占めが起きていると
いう情報が氾濫することで、買占めがエスカレーションしていくと思うので、難
しい議論かもしれないが、報道協定のような形で、マスコミ等も一緒に協力して
エスカレーションを防ぐというようなことも検討していただきたい。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見の趣旨を踏まえ、災害等により買占めが発生した際には、買占めのエスカ
レーションが発生しないよう、報道にあたっては留意いただきたい旨を、記者ク
ラブ等に対して依頼をしていきます。

32
・
33

総務部
（広聴広報課）
くらし・環境部
（県民生活課）

15 教育 山下委員
買占めについては、食品に限らず買占めが置き、パニック的な行動が起きるの
で、こういった実態についても消費者の方に伝えていただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（４）②「災害時等の消費行動における消費者教育」において、災害時
等においても合理的な消費者行動を取ることができるよう、ローリングストック
の実施など、平時からホームページやSNS等で啓発を行う旨、記載しました。啓
発に当たっては、食品に限らず、生活用品等でも買占めが起きることや、実際の
事例を取り上げ、消費者が非常時にパニック的な行動を取らないよう、呼びかけ
て参ります。

32
・
33

くらし・環境部
（県民生活課）

16 教育 山下委員

消費者の中のごくごく一部には、味がまずいだったり、代替品が目的だったりと
困ったクレームを言ってくる方がいる。生産者の立場は非常に弱いものであるた
め、カスタマーハラスメントについての消費者教育に努めていただけると大変助
かる。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（４）③「カスタマーハラスメントと消費者教育」において、出前講座
やホームページ、SNS等を通じて、カスタマーハラスメントや消費者の権利と責
任の正しい知識について啓発を行う旨、記載しました。
カスタマーハラスメントは許されないことである一方、消費者が事業者に適切に
意見を伝えることは、消費者の権利でもあることから、カスタマーハラスメント
にならないような、適切な意見の伝え方について、取り上げて参ります。

33
くらし・環境部
（県民生活課）

17 救済 森下委員

最近、インターネットでは、海外の事業者が様々な消費の分野で出てきている。
事業者が日本人でないということが増加していくと考えられるが、日本語が通じ
なかったり、適切な処理がされないといったこともあるため、グローバル化に対
する対応もできれば良い。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む

海外事業者との取引に関するトラブルの相談は、独立行政法人国民生活センター
が開設する、国民生活センター越境消費者センターにて受け付けています。
御意見を踏まえ、消費者から海外事業者との取引に関するトラブルの相談があっ
た際には、適宜国民生活センター越境消費者センターを紹介します。
また、海外事業者との消費者トラブル事例についても啓発を行い、消費者トラブ
ルの未然防止にも取り組んで参ります。

36
くらし・環境部
（県民生活課）

18
救済
・

連携
山岡委員

消費者安全確保地域協議会があると、介護施設や介護をしている立場にある人
が、消費者被害に陥っている方を見つけて、市町や県とつながりやすいと聞いて
いるので、消費者安全確保地域協議会の設置を進めていただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章２（２）①「高齢者の見守り」及び第３章４（３）②「消費者・事業者
等、多様な主体との連携」において、消費者安全確保地域協議会や、既存の福祉
のネットワークの設置や活用を支援する旨、記載しました。

37
・
52
・
53

くらし・環境部
（県民生活課）

健康福祉部
（福祉長寿政策課）

19 事業者 櫻田委員

最近、ノロウイルスやアニサキスといった食中毒関連のニューースをよく見る。
このようなものは、アルコールの除菌だけでは効果がないものなので、こういっ
た分野に関しても食の安全確保のための指導に注力していただき、より県民の皆
さんに食の安全・安心を感じて飲食できるような環境を整えていっていただきた
い。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

ＨＡＣＣＰとは、事業者が食中毒予防のために、自らが実施する衛生管理や調理
工程における重要管理点を定めたものであり、その中にはノロウイルス食中毒を
予防する手洗いやアニサキス食中毒対策の目視確認や冷凍保存等も含まれており
ます。
第３章３（１）①「生産から消費までの食の安全の確保」において、引き続き、
食品事業者等が製造・加工、調理、流通の各段階におけるHACCPに沿った衛生管
理を推進し、事業者自らが検証できるように技術的助言を行う旨、記載しまし
た。

42
・
43

健康福祉部
（衛生課）

20
救済
・

連携
櫻田委員

消費者被害の中には、犯罪に該当するようなものもあり、最近では訪問販売の事
業者が警察に逮捕されたりしているが、刑事事件絡みでの被害の予防や救済に力
を注ぐなど、大柱２の消費者被害の防止と救済や、大柱４のパートナーシップの
強化の内容で、警察との連携の強化を図ってもいいのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章３（２）①「不当取引事業者に対する処分・指導」において、警察と連携
し、新たな手口や不当取引が疑われる事業者を早期に把握し、違反の疑いがある
場合には業務改善を求める等の指導を行う旨、記載しました。

45
くらし・環境部
（県民生活課）

21
教育
・

事業者
杉山委員

事業者が基準に沿った食品表示をすることはもちろんだが、消費者が食品表示を
読み解いて理解することで、安心して必要な食品を自ら選ぶことができるため、
食品ロス削減も含めて、エシカル消費につながるのではないか。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見の趣旨を踏まえ、タウンミーティング等において、消費者への食品表示に
関する啓発に取り組んで参ります。

46
健康福祉部
（衛生課）

22
教育
・

連携
髙橋委員

病院に行くと待合室に人が多くいるが、こういった人が集まるところを情報の発
信源として、何か啓発物を置くなど、県と市町で協力して発信ができる場にして
いただければと思う。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章４（２）①「市町との連携」において、県と市町で連携して消費者教育を
推進する旨、記載しました。
県が啓発資材等を提供し、市町が公民館等で掲示を行うなど、県と市町の連携の
もと、多くの消費者の目に届くよう、取り組んで参ります。

50
くらし・環境部
（県民生活課）
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番号 大柱 構成員 意見内容 対応区分 意見の反映（予定含む） ページ 対応部局

第46回静岡県消費生活審議会　意見一覧
資料１－３

23 連携 稲垣委員

自身の推薦団体である静岡県生活協同組合連合会は、フードバンクふじのくにの
構成団体であり、フードバンクふじのくには幅広い連携組織を持っており、活動
が１つの枠にとどまらないものである。こういった団体の活動との連携の項目を
考えていただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章４（２）②「消費者・事業者等、多様な主体との連携」において、生活協
同組合やＮＰＯ等、多様な主体との連携を図る旨、記載しました。

51
くらし・環境部
（県民生活課）

24 全般 稲垣委員
SDGｓの達成に向けた、という枕詞はいいが、SDGｓという言葉で全てを覆ってし
まうような表現はいかがなものか。SDGｓとは何で、計画の中の施策が17の目標
のどれに当たるのかといったことを理解してもらうことが重要である。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
御意見を踏まえ、参考資料「静岡県消費者基本計画の施策とSDGｓの関係」にお
いて、静岡県消費者基本計画に掲げる施策の推進とSDGｓの17の目標の関係につ
いて整理しました。

83
・
84

くらし・環境部
（県民生活課）

25 全般 稲垣委員
横文字が多いと高齢者はわかりにくい。漫画で見て分かるくらいのわかりやすい
説明をする努力をしてほしい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
御意見を踏まえ、ウェルビーイングやSDGｓ、カーボンニュートラル等のカタカ
ナの単語には、注釈にて用語の意味を記載しました。

―
くらし・環境部
（県民生活課）

26 全般 髙橋委員
横文字が多いという指摘があったが、注意書きで用語の説明があると親切ではな
いか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
御意見を踏まえ、ウェルビーイングやSDGｓ、カーボンニュートラル等のカタカ
ナの単語には、注釈にて用語の意味を記載しました。

―
くらし・環境部
（県民生活課）
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番号 大柱 構成員 意見内容 対応区分 意見の反映 ページ 対応部局

1 教育
静岡県消費者団体連盟
小林顧問

現行の消費者基本計画においては、消費者基本計画の施策とSDGｓの関係につい
て、大柱ごとに主に関連する目標の整理を行っているが、大柱１のところに「13
気候変動に具体的な対策を」を追加してはどうか。地球温暖化の原因のほとんど
が人間の活動にあるといわれており、エシカル消費を進めるに当たっては避けて
通れない項目ではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
いただいた御意見を踏まえ、本文中における大柱１の主に関連する目標に「13気
候変動に具体的な対策を」を追加します。

23
くらし・環境部
（県民生活課）

2 教育
静岡県司法書士会
小楠司法書士

過去に自分がクリックした情報を使ったターゲティング広告があるが、自分たち
が知らないところで勝手に自分の行動を使われているので、そういったことも情
報リテラシーの中で、取り扱っていかなければならないテーマではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（４）①「デジタル分野における消費者教育」において、デジタル広告
には、個人がインターネットで過去に検索した情報等を活用したターゲティング
広告があり、消費者の自立的な意思決定をゆがめる危険性がある旨、記載しまし
た。

31
・
32

くらし・環境部
（県民生活課）

3 教育
静岡県弁護士会
靏岡座長

最近の生成AIは非常に巧妙になってきている中では、出てきた情報が全部正しい
かどうかを疑う、クリティカルシンキングが必要である。ターゲティング広告も
おそらくAIが行っている。情報リテラシー教育は学校でもやっていくと思うが、
出てきた広告をすぐに信用しないというのはやはりよく考えないといけない話で
ある。技術が進化していくと悪用する人が出てくるが、その手口は変わらないと
思うので、そういった生成AIに対する対応策についても入れていただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（４）①「デジタル分野における消費者教育」において、生成AIの発達
に伴い、なりすまし広告や偽情報の拡散といった問題も生じていることから、表
示されている情報が正しい情報であるかを疑うクリティカルシンキングを身につ
けることが必要である旨、記載しました。

31
・
32

くらし・環境部
（県民生活課）

4 教育
静岡県弁護士会
靏岡座長

大柱１（２）④の備考欄において、「金融教育」という記載になっているが、法
律では「金融経済教育」となっているが、「金融教育」のままでいいのか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」（平成12年法律第
101号）において「適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する
知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導」を「金融
経済教育」と定義していることを踏まえ、計画本文内では「金融経済教育」とい
う用語を使用します。

31
くらし・環境部
（県民生活課）

5 教育
常葉大学
星野名誉教授

大柱１（４）社会の変化に応じた消費者教育の中の小柱２について、昨今は災害
だけではなく、感染症の拡大や、気候変動、世界情勢の変化といった様々な話が
あることを考えると、災害だけではなく、感染症拡大、世界情勢の変化、気候変
動といった全てのものについて噂が流れたり、情報が錯綜したりする中で、それ
に便乗した消費者被害を防止するという形で考えたらいいと思うので、「災害時
等」として、広く捉えられるようにしてはどうか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
いただいた御意見を踏まえ、第３章１（４）②のタイトルを「災害時の消費者行
動における消費者教育」から「災害時等の消費行動における消費者教育」に修正
いたしました。

32
くらし・環境部
（県民生活課）

6
被害
防止

静岡県生活協同組合連
合会
中村会長

SNS等を使ったデジタル技術が非常に進んできて生活が便利になる一方、トラブ
ルが非常に高度化、多様化、広域化していると思う。広域化している中で、相談
員がなかなか他の地域の状況がつかみにくかったり、あるいは高度化してしまっ
て手に負えない場合があると思うので、相談員のための講座や指定消費生活相談
員の設置を少し考えてみてもいいのではないか。相談員に話を伺ったところ、全
てが解決できるわけでもなく、もっと早く相談してもらえればなんとかできた
り、どこかに繋げられたりしたものもあり、せっかく相談したのに解決してくれ
ないのかとカスタマー・ハラスメントを受けていることもある。ぜひ相談員の待
遇や環境についても少し盛り込んでいただきたい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章２（１）②「高度化・複雑化する相談への対応」において、高度化、複雑
化する相談に対応できるよう、消費生活相談員向けの研修を実施する旨、記載し
ました。また、第３章４（３）①「市町との連携」において、指定消費生活相談
員の設置や処遇改善について検討していく旨、記載しました。

36
・
52

くらし・環境部
（県民生活課）

令和７年度　第１回静岡県消費者教育推進県域協議会　意見一覧
資料１－３
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番号 大柱 構成員 意見内容 対応区分 意見の反映 ページ 対応部局

1 教育

公益社団法人日本青年
会議所東海地区静岡ブ
ロック協議会
大川会長

活動指標として、消費者教育出前講座の実施回数が目標となっているが、出前講
座の目的との関係を考えると、回数で目的が担保されるものではない。時代にあ
わせて内容を変えていくなどの対応が必要である。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見を踏まえ、消費者教育出前講座の実施にあたっては、単に回数をこなすこ
とを目的にしないように十分に留意をし、県民の消費者被害の未然防止や消費者
市民社会の実現に資するよう、随時内容を更新して参ります。

24
くらし・環境部

県民生活課

2 教育
県教育委員会
教育政策課
佐野教育主幹

活動指標として、教員向け消費者教育実践講座の受講者数を目標としているが、
最近では、教育委員会では研修においては還元意欲がどれだけ上昇したかを重視
するため、指標についても、アンケート等で還元意欲を聞いていく形でもいいの
ではないか。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見を踏まえ、指標として受講者数を扱うことと並行して、参加者の還元意欲
を受講後アンケートにて確認をし、次年度以降の講座内容の検討等に活かしてい
きます。

24
くらし・環境部

県民生活課

3 教育
静岡県生活協同組合連
合会
清水常務理事

事業者団体、労働団体と連携し、社会人に対して出前講座を実施する、というこ
とだが、普段の暮らしの中の消費行動を考えた際、自分から講座に参加する人は
心配はなく、興味がない人にこそ教育を行う必要がある。イベント等にも出るな
ど、講座に参加しない人に対しても対応が必要である。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む

御意見を踏まえ、自分から講座に参加しない方に対しても消費者教育の機会を提
供できるよう、出前講座だけではなく、事業者団体、労働団体や生活協同組合等
が行うイベント等への参加など、様々な方法で消費者教育における連携を図って
参ります。

30
くらし・環境部

県民生活課

4 教育

公益社団法人日本青年
会議所東海地区静岡ブ
ロック協議会
大川会長

大柱１（４）①アにおいて、「近年、デジタル技術が急速に進歩し」と記載があ
るが、デジタル技術の進歩は近年起こったことではないため、表現を見直した方
がいいのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映 いただいた御意見を踏まえ、第３章１（４）①アの文章の表現を見直しました。 31
くらし・環境部

県民生活課

5 教育
常葉大学
星野名誉教授

昨今、ニュース等において「ステルスマーケティング」が話題となった。ターゲ
ティング広告については知っている人もいるが、ステルスマーケティングとター
ゲティング広告の違いがはっきりしていない人もいる。ステルスマーケティング
という言葉が広く社会で使われるようになっているため、大柱１（４）①の中に
ステルスマーケティングについても盛り込んでもいいのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章１（４）①「デジタル分野における消費者教育」において、商品・サービ
スの参考とするSNSやレビューの中にはステルスマーケティングもあるため、表
示されている情報を疑うことも必要である旨を記載しました。

32
くらし・環境部

県民生活課

6 教育
静岡県弁護士会
靏岡座長

大柱１（４）③において、カスタマーハラスメントは「静岡県の持続的な発展に
悪影響を及ぼすものである」と記載しているが、静岡県に限ったことではないた
め、表現を見直した方がいいのではないか。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
いただいた御意見を踏まえ、第３章１（４）③におけるカスタマーハラスメント
の影響先を「静岡県」から「社会」に修正しました。

33

くらし・環境部
県民生活課
経済産業部
産業人材課

令和７年度　第２回静岡県消費者教育推進県域協議会　意見一覧
資料１－３
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番号 大柱 会議名・団体名 意見内容 対応区分 意見の反映（予定含む） ページ 対応部局

1 教育
令和７年６月13日
東部・賀茂地域消費者
行政推進連携協議会

カード決済で一括よりリボ払いの方がポイントがもらえるとリボに誘導すること
がある。リボの利息ともらえるポイントは、ポイントの方が安いのに、目先の利
益誘導で計算が出来ない人もいる。金融商品、キャッシュレスのところで様々な
視点を入れていただけるといい。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

御意見の趣旨を踏まえ、クレジットカードの仕組み等は、社会に出る前の年齢に
対して教えることが最も必要であることから、第３章１（２）①「学校等におけ
る消費者教育」において、在学中に成人となる高校生は、クレジットカードなど
のキャッシュレス決済やリボルビング払いの仕組みを理解することが重要である
旨、記載しました。

28

くらし・環境部
（県民生活課）

教育委員会
（高校教育課）

（特別支援教育課）

2 教育
令和７年６月13日
東部・賀茂地域消費者
行政推進連携協議会

消費者教育の関係のデジタルや適正な表示の広告の監視のところについて、広告
を見分ける力を付ける、ということであるが、広告の前提には広告に至るまでの
スキームがある。消費者教育としては、ネットを使っているときの情報、検索し
た内容や入力した内容が広告に流れて活用している、という基本的なところを教
育に入れた方が良い。EUはデータの管理権を消費者が持っているべきだ、という
考え方がある。そういう意識を盛り込んでいただけると良い。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（４）①「デジタル分野における消費者教育」において、デジタル広告
には、個人がインターネットで過去に検索した情報等を活用したターゲティング
広告があり、消費者の自立的な意思決定をゆがめる危険性がある旨、記載しまし
た。

31
・
32

くらし・環境部
（県民生活課）

3 教育
令和７年６月13日
東部・賀茂地域消費者
行政推進連携協議会

生成AIとの向き合い方も考慮する必要がある。最近では生成AIを活用しないとい
うことはなくなってくる中で、気をつけないと何でもかんでもAIに学習させ、導
き出した答えをみてそれに従えばいい、という発想になってしまう。AI教育も
行っていかないといけないので、AIについても入れた方がいいのでは。生成AIは
もっともらしいことを言ってくるが内容が間違っていたりする。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章１（４）①「デジタル分野における消費者教育」において、生成AIの発達
に伴い、なりすまし広告や偽情報の拡散といった問題も生じていることから、表
示されている情報が正しい情報であるかを疑うクリティカルシンキングを身につ
けることが必要である旨、記載しました。

31
・
32

くらし・環境部
（県民生活課）

4 教育
令和７年６月13日
東部・賀茂地域消費者
行政推進連携協議会

お年寄りが完全にデジタル難民で取り残されている。地方にいるとそれを強く感
じる。高齢者が置き去りにされている感覚があり、施策の推進とのギャップを感
じる。そのギャップの解消も話の中にいれていたければと思う。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章１（４）①「デジタル分野における消費者教育」において、高齢者のデジ
タル・デバイドの解消が重要な課題であるため、「シニア向けデジタル活用出前
講座」の実施を通じて、デジタル・デバイドの解消に努める旨、記載しました。

32
くらし・環境部
（県民生活課）

5 救済・連携
令和７年６月13日
東部・賀茂地域消費者
行政推進連携協議会

見守りの部分について基本的なラインが消費者庁寄りの、見守りネットワークに
特化した項目立てになっている。「行政や専門機関が独居高齢者を見守る」とい
うプロトタイプが語られてしまう。地方に行けば行くほど公務員の人数は少な
く、高齢化が進んでいる。比較的幅広い民間の協力関係も考えていかないと行け
ない。計画の中では、見守るというよりも地域共生社会的な発想、隣の人を気に
してあげるとか、隣の人が見えるような社会の考え方も、国の動き、諸外国の動
きを見ながら検討していただければと思った。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映

第３章２（２）①「高齢者の見守り」及び第３章４（３）②「消費者・事業者
等、多様な主体との連携」において、消費者行政部局だけではなく、福祉部局や
消費者団体、民間事業者等、多様な主体が連携して見守り活動に取り組む必要が
ある旨、記載しました。

37
・
52
・
53

くらし・環境部
（県民生活課）

健康福祉部
（福祉長寿政策課）

6 事業者
令和７年６月13日
東部・賀茂地域消費者
行政推進連携協議会

大柱３の重点施策で、デジタル広告の監視の強化とあるが、イメージが付かな
い。
重点施策にあげるとなると、何をやっているかわからなければいけない。行政処
分以外のもので、公表できるものがないとなると、その施策をやっているのかい
ないのか県民にはわからない。消費者に注意喚起をタイムリーに流していくと
いったことを行う必要があるのでは。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章３（３）③「デジタル広告における不当表示への対応強化」において、デ
ジタル広告監視で得た消費者被害につながりやすいデジタル広告の傾向等につい
て、ホームページ等を通じて消費者に随時注意喚起を行う旨、記載しました。

47
くらし・環境部
（県民生活課）

7 事業者
令和７年６月13日
東部・賀茂地域消費者
行政推進連携協議会

厚労省が民間に美容医療の広告監視を委託している。そういう制度を県も行い、
県の消費者団体に委託をして監視をしてもらえば、民間の消費者団体の資金にも
なる。予算を伴う話なので難しいと思うが、現実的な制度、施策の透明化、効果
測定においては、民間への委託はアイデアとしていいのではないか。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見の趣旨を踏まえ、民間への委託や、不審情報の通報窓口（不当表示110番・
通報POST24）への県民からの通報等、行政だけではなく、民間や県民と連携した
広告監視の実施に取り組んで参ります。

47
くらし・環境部
（県民生活課）

8 教育 静岡市

第３章１（４）③カスタマーハラスメントと消費者教育
カスハラが健全な労働環境確保のために看過できないことは、社会共通認識であ
り、まったくの同意見である。一方で、計画案にも記載があるが適正な消費者の
意見表明自体は消費者市民社会の実現には必要なことであり、消費者行政部門
（相談窓口）は消費者の最後の砦とも言える。県による啓発実施や市町への働き
かけは、”健全な”消費者の意見表明を委縮させることがないよう、また、消費
者の自立を支援する消費教育の推進が図られた結果として、カスハラの防止にも
つながるものであることを踏まえて、行うようにお願いしたい。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む
御意見の趣旨を踏まえ、啓発等の実施に当たっては、消費者の権利である意見表
明が萎縮しないように留意しながら取り組んで参ります。

33

くらし・環境部
（県民生活課）

経済産業部
（産業人材課）

9 被害防止 静岡市

（１）消費者相談への対応と情報提供
近年相談の多い屋根や給湯器等の点検商法では、機器交換の必要性等判断や助言
が難しくあっせんに苦慮するケースが増えており、建築士や住宅設備関連団体と
いった専門家に相談できる環境が必要となっている。
上記は一例であるが、複雑化する相談へ対応していくために、「弁護士や司法書
士」に加え、様々な分野の専門家と連携を図る必要があると考える。
あわせて、県が専門家へのアドバイザー委嘱等を行い、各市町村が活用できる
等、一元化した体制作りを進めていただきたい。

２　御意見の趣旨を踏まえ、取り組む

御意見の趣旨を踏まえ、司法以外の分野の専門家との連携の可能性について検討
して参ります。
あわせて、専門家の活用には、費用負担のあり方も含め、市町が活用できる体制
作りについても検討して参ります。

36
くらし・環境部
（県民生活課）

10 事業者指導 静岡市
第３章３(1)にて、電気用品安全法に基づく表示の適正化に触れられていないが、
製品安全分野として追加することが必要と考える。

１　御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映
第３章３（１）②「製品・サービス等の安全の確保」において、消費生活用製品
安全法、家庭用品品質表示法に加えて、電気用品安全法の立入検査について記載
しました。

43

くらし・環境部
（県民生活課）

経済産業部
（地域産業課）

その他の意見一覧
資料１－３
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静岡県消費者基本計画 策定スケジュール（予定）

日程 会議 内容

11 月７日 第 47 回静岡県消費生活審議会 計画案の審議

11 月中下旬 静岡県消費者行政推進本部への意見照会 計画案の意見照会

12 月上旬 県議会常任委員会報告

12 月下旬 パブリックコメント（４週間）

令和８年 ２月中旬 静岡県消費者行政推進本部会議 計画案の決定

３月下旬 計画の公表

資料１－４
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資料２

１ 要旨

社会のデジタル化が進む中では、生活が便利になる一方、取引環境が複雑化・多様化

し、消費者が年齢や教育水準、経済状況等に関わりなく、誰もが消費者トラブルに遭う

可能性が高くなっている。

このような状況においては、これまで消費者教育の場を提供する機会が少なかった勤

労世代（30 代～60 代）に対する消費者教育も重要であることから、今年度の勤労世代に

対する取組を報告する。

２ 令和７年度の取組内容

（１）勤労世代を対象とした霊感商法等を含めた悪質商法対策事業

（２）WEB 広告を活用した消費者教育・啓発事業

勤労世代に対する取組について

概要

勤労世代を対象に啓発動画等を制作し、街頭ビジョン広告や交通広

告、WEB 広告に掲出し、よくあるトラブル事例や消費者ホットライ

ン 188 を周知することで、消費者被害の未然防止を図る。

ねらい

仕事や家事、介護で多忙な勤労世代は、消費者教育出前講座を受講

する時間の確保が難しいため、街頭ビジョン・交通広告や WEB 広告

等の通勤・外出時や余暇時間に目に入る媒体で反復継続的に訴えか

けることで、記憶への定着を図る。

作成物 啓発動画、ポスター

掲出・配信

●街頭ビジョン広告

沼津ラクーンビジョン（沼津市）

札の辻クロスデジタルサイネージ（静岡市）

えんてつビジョン（浜松市）

●交通広告

JR 東海道線中吊り広告（豊橋-熱海間）

駅ポスター広告（沼津駅、静岡駅、浜松駅）

駅フロア広告（静岡駅、浜松駅）

●WEB 広告

YouTube、Instagram、Facebook

掲出期間 令和７年 12 月の１ヶ月間

概要
YouTube 広告で各世代向けの消費者被害防止啓発動画を配信し、消

費者被害の未然防止を図る。

ねらい
消費者被害のきっかけとなる WEB 広告で配信することで、実際に被

害に遭いやすい層に直接啓発を実施する。

配信動画

●ちょっと待った！やばみちゃんファミリー（令和６年度制作）

若者：「偽サイト」トラブル編

中高年：「SNS をきっかけとした投資」トラブル編

高齢者：「定期購入」トラブル編

●ちょっと待った！やばみちゃん（令和４年度制作）

全年齢：「あやしい儲け話」トラブル編

配信期間 令和７年８月・令和８年１月の各１ヶ月間

視聴目標数 各動画 45,000 回（２ヶ月合計）
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（３）エシカル消費推進事業

消費者教育においては、消費者市民社会の実現のため、消費者被害の未然防止だけ

ではなく、エシカル消費についても周知を行う必要があるため、事業者向けのセミナ

ーや県民向けのマルシェを実施する。

ア 事業者向けセミナー

イ プラス・エシカルマルシェ

概要

事業者を対象に、県内企業におけるエシカル消費につながる実践事

例について取り上げた啓発セミナーを実施し、事業者のエシカル消

費についての理解を深める。

ねらい

実際に県内でエシカル消費を経営に取り入れている地元企業の話を

聞くことで、参加した事業者がエシカル消費に関する理解を深める

とともに、自身の事業にエシカル消費の視点を取り入れるきっかけ

とする。

実施日時 令和７年 11 月 13 日（木）午後１時 30 分～午後３時 00 分

実施方法 オンラインセミナー（SHIZUOKA Business Compass）

テーマ・

登壇者

「未来につながる静岡のビジネス」～地域資源と技術を活かしたエ

シカル経営～

(有)春華堂 専務取締役 間宮 純也 氏 等

概要

県内のエシカルな商品を取扱う業者を集めたマルシェやエシカル消

費に関するトークイベントを開催し、エシカル消費の普及啓発を図

る。

ねらい

家族層が多く来店する商業施設でマルシェ等を開催することで、消

費者がエシカルな商品・サービスを具体的に知り、購入する契機と

するとともに、エシカルな商品を取扱う事業者の販路拡大を支援す

る。

開催期間 令和７年 12 月 20 日（土）・21 日（日）午前 10 時～午後５時

開催場所 マークイズ静岡（静岡市葵区柚木 1026）

内容

・県内事業者によるエシカルな商品の販売

・エシカル消費に関連するワークショップ

・県内事業者や学識者によるエシカル消費に関するトークイベント

参加事業者数

（予定）
10 事業者
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